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財政援助団体等監査の結果について 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、令和７年度の財政援助団体等監査を

実施したので、同条第９項の規定により、その結果を次のとおり報告します。 
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財政援助団体等監査結果報告 
 

Ⅰ 監査の対象 

  令和６年度において、市が財政的援助を行った団体の中から13団体を、指定管理者と

して公の施設の管理・運営を行った団体の中から４団体をそれぞれ抽出し、監査の対象

とした。 

 

 

Ⅱ 監査の着眼点 

  当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行状況について、次の点に主眼をおいて

監査を実施した。 

 

 １ 財政援助団体 

  ⑴ 財政援助団体及び担当課等の補助金等交付手続は、条例、規則及び要綱等に基づ

き適正に行われているか。 

  ⑵ 補助金等は、交付目的に沿って適正に執行されているか。また、住民福祉の面か

ら十分な効果を発揮しているか。 

  ⑶ 補助金等に係る会計処理は、適正に行われているか。また、会計処理上の責任体

制は、明確であるか。 

 

 ２ 指定管理者 

  （担当課等） 

  ⑴ 指定管理者の指定は、法及び条例等に基づいて適正に行われているか。 

  ⑵ 管理に関する協定等の締結は、適正に行われているか。 

  ⑶ 指定管理者に対して、適時・適切に当該業務又は経理の状況に関し報告を求め、

調査し、又は指示を行っているか。また、事業報告書の点検は適切になされている

か。 

 

  （指定管理者） 

  ⑷ 公の施設は、関係法令等（条例を含む。）の定めるところにより、善良な管理者の

注意をもって適切に管理されているか。 

   ア 公の施設の管理に係る会計経理は適正になされているか。 

   イ 管理運営は事業計画及び収支計画に沿って運営されているか。 

   ウ 住民の平等利用は確保されているか。 

  ⑸ 事業報告書は適正に作成され、期限内に提出されているか。また、経費節減は図

られているか。 

  ⑹ 利用料金の収納は適正に行われているか。 
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Ⅲ 監査の主な実施内容 

  監査は、男鹿市監査基準に準拠し、次のとおり実施した。 

 

 １ 財政援助団体 

   担当課等からは補助金等の交付決定に関する原議書類、実績報告書等の関係書類を、

財政援助団体からは決算書、収支証拠書類等の提出を求め、当該書類の確認、閲覧及

び質問等の監査手続を適用して、出納その他の事務の執行が財政的援助等の目的に沿

って行われているか、監査した。 

 

 ２ 指定管理者 

   担当課等からは事業報告書等の関係書類を、指定管理者からは管理業務に係る関係

書類及び帳簿の提出を求め、当該書類の確認、閲覧、質問及び実査等の監査手続を適

用して、出納その他の事務の執行が公の施設の指定管理の目的に沿って行われている

か、監査した。 

 

 

Ⅳ 監査の日程、対象団体、担当課及び実施場所等 

 

 １ 財政援助団体 

日 程 対 象 団 体 補 助 金 等 の 名 称 担 当 課 実 施 場 所 

令和７年 

９月30日

（火） 

春日井市交流学習会訪

問団 

男鹿市・春日井市児童交流学

習会補助金 
こども未来課 

監査委員事務局 

五里合クルマエビ生産

研究会 

養殖業定着促進事業費補助

金（クルマエビ） 

農林水産課 

株式会社 台島大謀 
漁業経営復旧・再開支援対

策事業費補助金 

男鹿冷凍 株式会社 

男鹿市販路拡大支援事業費

補助金 

男鹿まるごと

売込課 

株式会社 児玉冷菓 

日本海メロンマラソン 

実行委員会 

日本海メロンマラソン補助

金 
文化スポーツ

課 
一般財団法人 男鹿市

スポーツ協会 

OGA Namahage Summer Cup 高

校生バスケットボール大会

補助金 
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日 程 対 象 団 体 補 助 金 等 の 名 称 担 当 課 実 施 場 所 

10月１日

（水） 

社会福祉法人 男鹿市

社会福祉協議会 

男鹿市社会福祉協議会補助

金 
福祉課 

監査委員事務局 

株式会社 こばと 
男鹿市食育連携推進事業費

補助金 
子育て健康課 

一般社団法人 男鹿市

観光協会 

（一社）男鹿市観光協会補助

金 

観光課 

株式会社 おが地域振

興公社 

男鹿版ＤＭＯ推進事業費補

助金 

男鹿温泉郷協同組合 冬季誘客推進事業費補助金 

株式会社 ＳＫＯ 
男鹿市宿泊事業者省人・省力

化等支援事業費補助金 

 

 

  ２ 指定管理者 

日 程 対 象 団 体 公 の 施 設 の 名 称 担 当 課 実 施 場 所 

10月２日 

（木） 

男鹿温泉郷協同組合 男鹿温泉交流会館五風 観光課 

監査委員事務局 

男鹿温泉交流会

館五風 

男鹿市スポーツ協会・

正和会・むつみＪＶ 
男鹿市体育施設16施設 

文化スポーツ

課 

監査委員事務局 

男鹿市総合体育

館 

 

10月３日 

（金） 

男鹿駅周辺広場賑いづ

くり共同事業体 
男鹿駅周辺広場 

男鹿まるごと

売込課 

監査委員事務局 

男鹿駅周辺広場 

公益社団法人 男鹿市

シルバー人材センター 
男鹿市斎場 生活環境課 

監査委員事務局

男鹿市斎場 
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Ⅴ 監査の結果 

 

１ 財政援助団体 

   監査の対象とした各財政援助団体（13団体）の補助事業については、概ね適正に実

施されているが、一部に改善すべき事項等があったので、事業執行に当たって、留意

されたい。 

 

⑴ 補助金の交付手続について 

補助金の交付手続を確認したところ、 

・ 事業計画に事業実施期間が記載されていない 

・ 交付申請が事業開始日より大きく遅れている 

・ 事業費の内訳が記載されておらず、詳細が確認できない 

・ 交付要綱で補助対象として示されていない経費について、要綱の改正を行わず

補助対象とした 

・ 事業実績書における成果等の記載内容が不十分となっている 

等の状況が見られた。 

交付手続は、事業の申請内容を的確に把握し、厳正な審査を行うとともに、事業

を確実かつ効率的・効果的に執行するため、男鹿市補助金等交付規則のほか、各部・

課の補助金交付要綱等に基づいて適正に行うべきであり、財政援助団体への適切な

指導等に努められたい。 

 

⑵ 補助金の交付について 

ア 補助金は、事業目的の達成のため、真に必要な経費を対象として助成すべきも

のであり、交付要綱等において補助対象経費が明示されているが、収支予算書や

決算書の支出内容を確認すると、対象経費と対象外経費が区分されずに記載され

ているものが見られた。 

補助金の算定根拠を明らかにするためにも、交付要綱等で補助対象外経費を例

示するなどし、支出を区分するよう指導されたい。 

 

イ 補助金の支払いについては、事業の円滑な推進等のためとして、概算払や前金

払を行っているものが多いが、その区別が明確にされていないものがあるので、

事業内容や支払の申請理由等を踏まえて、適正に行われたい。 

 

ウ 事業終了後に収支残額が生じたことから、次年度に必要とする物品の購入費と

して支出したものが見られた。 

補助金の不用額が生じた場合は、実態の把握に基づいて、精算したうえで返還

等の手続を進めるなど、適正な交付に努められたい。 

 

なお、経理状況等については、関係書類・帳簿等の写しで確認している場合が多

いが、必要に応じて、実地での確認を行うよう努められたい。 
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⑶ 事業実施後の指導・支援等について 

事業の効果は、実施後に直ちに発現するものだけではないことから、財政援助団

体と市の関係は、補助金の交付をもって終わりとするものではなく、必要に応じて

実施後の状況確認や効果の検証に努めるとともに、助言や支援、指導等を継続する

ことによって、着実な効果の発現につなげられたい。 

 

⑷ 補助事業の終期の設定について 

補助金の交付については、「補助金の見直しに関する指針」により、長期化・固  

定化による既得権益化の懸念等から、交付期間を原則として３年間としており、多

くの補助事業では、交付要綱等で終期を設定しているが、明示していないものが見

られたので、終期の設定を徹底されたい。 

なお、終期を延長する場合や、設定しない場合は、その理由を明確にされたい。 

 

 

 

２ 指定管理者 

監査の対象とした指定管理者（４団体）による公の施設の指定管理については、概

ね良好な管理・運営が行われていると認められるが、業務をより適正かつ円滑に進め

るため、次の事項に留意されたい。 

 

⑴ ガイドライン等の遵守について 

指定管理者制度によって、公の施設を適正かつ円滑に管理・運営するために必要

な事項は、「指定管理者制度の運用に係るガイドライン」や「指定管理者制度のモニ

タリング基準」、施設ごとの基本協定書等で定められているが、経理事務の方針や体

制等のルールを定める経理規定が設定されていないものや、担当課の定期的な施設

への立ち入り等による、業務の実施状況の確認が適切に行われていないもの等が見

られた。 

管理・運営が漫然と行われることのないよう、ガイドライン等の順守を徹底され

たい。 

 

⑵ 指定管理業務と自主事業の区分について 

指定管理者が行う自主事業は、利用者の一層の増加や指定管理者の収益の向上等

に向けて、指定管理業務を妨げない範囲で、市の承認を得て積極的に実施すること

が望まれており、その運営は、自主採算で行うこととされている。 

経費の支出状況を確認すると、指定管理業務と自主事業の区分が不明確と思われ

る状況が見受けられるので、それぞれの額の算定根拠等を明確にするとともに、モ

ニタリングを通じた管理経費の状況の確認等により、指定管理料を適正に支出され

たい。 

なお、自主事業については、指定管理者の人材不足等によって、新規の取組が難

しくなっている状況等が見られるので、担当課においても適時・適切な支援・協力

に努め、より効果的な事業の運営につなげられたい。 
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３ その他 

   その他の事務処理上の軽微な誤りや不備な点については、監査時に担当職員に口頭

で指導し、又は改善を要望した。 

 

   各財政援助団体及び指定管理者の監査結果は、次のとおりである。 
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春日井市交流学習会訪問団 

 

１ 補助金等の名称 

   男鹿市・春日井市児童交流学習会補助金 

 

２ 補助金等の交付額 

   １,１６０，０００円（市全額） 

 

３ 補助金等の交付根拠条例等 

   男鹿市教育委員会補助金交付要綱 

 

４ 補助金等の交付目的 

男鹿市・春日井市児童交流学習会を通じ、児童が他地域の生活様式や伝統文化に触

れることで郷土を見つめ直し、また、礼儀・挨拶の大切さや思いやりの心を学ぶ機会

とするため、春日井市訪問に要する経費の一部を助成する。 

 

５ 事業概要と実績 

 ⑴ 事業概要 

    男鹿市と愛知県春日井市の児童が相互訪問し、それぞれの地域の特色を学ぶとと

もに、児童が触れ合う交流学習を実施する。 

 ⑵ 実績 

    令和６年 10 月 18 日から 20 日までの２泊３日の日程で、児童 15 名、教員等４名

が愛知県春日井市を訪問した。 

 

６ 事業収入、支出の状況 

   収  入  １，４００，０６８円（市補助金の比率 ８２．９％） 

   支  出  １，４００，００１円（市補助金の比率 ８２．９％） 

   差  引         ６７円 

 

７  事業の効果 

交流を通じて様々な経験を積むことにより、互いの地域に関心をもち理解を深める

とともに、郷土の良さを見つめ直す契機となった。また、地域の特色や規模の異なる

子どもたちが様々な活動を通して学び合うことで、大きな成長が見られた。 

 

８  監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、概

ね適正に処理されているものと認められる。 

なお、交流学習会終了後に生じた収支差額を、次年度に必要とする物品等の購入費

として支出しているが、補助金の不用額が生じた場合は、精算して返還等の手続を進

めるなど、適正な交付に努められたい。 
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五里合クルマエビ生産研究会 

 

１ 補助金等の名称 

   養殖業定着促進事業費補助金（クルマエビ） 

 

２ 補助金等の交付額 

   １，６００，０００円（市全額） 

 

３ 補助金等の交付根拠条例等 

   男鹿市農林水産関係補助金交付要綱 

 

４ 補助金等の交付目的 

近年の海況の変化による漁獲量の減少や魚価の低迷を踏まえ、漁業経営の持続化・

安定化を図るため、収益性の高い魚種の蓄養殖技術の確立や事業化に向けた取組を支

援する。 

 

５  事業概要と実績 

⑴ 事業概要 

   ・男鹿版蓄養殖ステップアップ事業 

実証実験を通し、試験販売に至った魚種について、事業化を推進するために種    

苗購入等の経費に対し補助を行う。 

⑵ 実績 

ＵＦＢ生成装置（ウルトラファインバブル）１基、自動給餌器 １基、酸素流量計 

１個、水槽修繕工事等 

 

６ 事業収入、支出の状況 

   収  入  ２，６３８，９４０円（市補助金の比率 ６０．６％） 

      支    出  ２，６３８，９４０円（市補助金の比率 ６０．６％） 

      差    引          ０円 

 

７ 事業の効果 

海上から陸上養殖に切り替えたことにより、生存率が向上し、出荷数も増加してお

り、１,２００尾のクルマエビを「道の駅おが」で販売した。 

 

８ 監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、概

ね適正に処理されているものと認められる。 

なお、補助対象となる機械・器具等については、補助金交付要綱等で明示するとと

もに、事業計画において、事業費の内訳を明らかにされたい。 
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株式会社 台島大謀 

 

１ 補助金等の名称 

   漁業経営復旧・再開支援対策事業費補助金 

 

２ 補助金等の交付額 

   ６，５８７，０００円（市全額） 

 

３ 補助金等の交付根拠条例等 

   男鹿市農林水産関係補助金交付要綱 

 

４ 補助金等の交付目的 

自然災害により被害を受けた漁業法人等の定置網の復旧、再建に必要な経費に対し

て支援する。 

 

５ 事業概要と実績 

⑴ 事業概要 

    令和６年５月 16 日から 17 日の暴風・波浪により損壊した定置網の復旧に必要な

経費に対して補助を行う。 

⑵ 実績 

・大謀網各種ロープ、サンドバックの購入 

・漁網修繕、土のう製作工事 

 

６ 事業収入、支出の状況 

   収  入 １９，７６２，９４０円（市補助金の比率 ３３．３％） 

   支  出 １９，７６２，９４０円（市補助金の比率 ３３．３％） 

   差  引          ０円 

 

７ 事業の効果 

早期に漁業施設等を原状復帰したことにより、漁業生産が維持され、経営の安定化

につながった。 

 

８ 監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、概

ね適正に処理されているものと認められる。 

なお、補助対象となる漁具、工事等については、補助金交付要綱等で明示するとと

もに、事業計画において、事業費の内訳を明らかにされたい。 
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男鹿冷凍 株式会社 

 

１ 補助金等の名称 

   男鹿市販路拡大支援事業費補助金 

 

２  補助金等の交付額 

   ５００，０００円（市５０％、国５０％） 

 

３  補助金等の交付根拠条例等 

      男鹿市販路拡大支援事業費補助金交付要綱 

 

４ 補助金等の交付目的 

地域企業等の販路拡大を目的とした商品開発や商品改良等の取組を支援し、地域産

業の発展及び雇用の安定化を図る。 

 

５ 事業概要と実績 

⑴ 事業概要 

・男鹿産シイラを主原料としたレンジ調理可能な新商品の開発 

・製造工程の効率化のための機器の導入 

・商品パッケージのデザイン及びサンプル製作 

⑵ 実績 

・新商品「シイラの中華風あんかけ」の完成 

・ふるさと納税返礼品として登録 

・道の駅おがへの出品 

 

６ 事業収入、支出の状況 

   収  入  １，０００，０００円（市補助金の比率 ５０．０％） 

     支    出  １，０００，０００円（市補助金の比率 ５０．０％） 

      差    引          ０円 

   

７ 事業の効果 

商品開発及び既存商品の磨き上げにより、地域事業等の販路拡大に寄与するととも

に、道の駅おが及びふるさと納税返礼品の魅力向上に結び付けることができた。 

 

８ 監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、概

ね適正に処理されているものと認められる。 

担当課においては、開発された新商品等が継続的に販売され、販路の拡大につなげ

ることができるよう、実施後においても、支援・指導等に努めるよう留意されたい。 
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株式会社 児玉冷菓 

 

１ 補助金等の名称 

   男鹿市販路拡大支援事業費補助金 

 

２ 補助金等の交付額 

   ５００，０００円（市５０％、国５０％） 

 

３ 補助金等の交付根拠条例等 

   男鹿市販路拡大支援事業費補助金交付要綱 

 

４ 補助金等の交付目的 

地域企業等の販路拡大を目的とした商品開発や商品改良等の取組を支援し、地域産

業の発展及び雇用の安定化を図る。 

 

５ 事業概要と実績 

⑴ 事業概要 

国内大手小売業者への販売や海外への輸出に対応できるよう、人工着色料を使用

しない新商品を開発するとともに、原料及び商品保管用のプレハブ冷凍庫を導入す

る。 

⑵ 実績 

・児玉冷菓のババヘラアイス・フルーツベジタブルの完成 

・ふるさと納税返礼品として登録 

・道の駅おがへの出品 

 

６ 事業収入、支出の状況 

   収  入  １，８００，０００円（市補助金の比率 ２７．８％） 

      支    出  １，８００，０００円（市補助金の比率 ２７．８％） 

      差    引          ０円 

 

７ 事業の効果 

商品開発及び既存商品の磨き上げにより、地域事業等の販路拡大に寄与するととも

に、道の駅おが及びふるさと納税返礼品の魅力向上に結び付けることができた。 

 

８ 監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、概

ね適正に処理されているものと認められる。 

担当課においては、開発された新商品等が継続的に販売され、販路の拡大につなげ

ることができるよう、実施後においても、支援・指導等に努めるよう留意されたい。 
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日本海メロンマラソン実行委員会 

 

１ 補助金等の名称 

   日本海メロンマラソン補助金 

 

２ 補助金等の交付額 

   ３，０００，０００円（市全額） 

 

３ 補助金等の交付根拠条例等 

   男鹿市観光文化スポーツ部文化スポーツ課補助金交付要綱 

 

４ 補助金等の交付目的 

   日本海メロンマラソンの運営を支援するとともに、若美メロンの販売促進ＰＲに資

する。 

 

５ 事業概要と実績 

⑴ 事業概要 

    若美メロンのＰＲを目的に、若美陸協、ＪＡ、行政が主体となり、市民ボランテ

ィアの協力を得て実施し、本市のスポーツ振興に資するほか、関係人口の拡大、宿

泊等の経済波及効果の増大を図る。 

⑵ 実績 

・コース設定      ハーフ、10 ㎞、５㎞、3.3 ㎞及び 3.3 ㎞ペア 

・エントリー数     ３，０９０人 

・参加（出走）者数   ２，７４４人（出走率８８．８%） 

 

６ 事業収入、支出の状況 

   収  入  ２０，３９３，４２５円（市補助金の比率 １４．７％） 

     支    出  １９，００８，６３３円（市補助金の比率 １５．８％） 

     差    引   １，３８４，７９２円 

 

７ 事業の効果 

本市の特産品である若美メロンを全国にＰＲできるとともに、交流人口の拡大と宿

泊等による地域経済の活性化に寄与している。 

 

８  監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、概

ね適正に処理されているものと認められる。 

本マラソンは知名度が高く、地域経済への波及効果に対する期待も大きいので、ボ

ランティアの確保やメロンの調達等の課題の解決に向けて、関係者が一体となって取

り組み、安定的な運営を維持されるよう望みたい。 
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一般社団法人 男鹿市スポーツ協会 

 

１ 補助金等の名称 

   OGA Namahage Summer Cup 高校生バスケットボール大会補助金 

 

２ 補助金等の交付額 

   １，０００，０００円（市全額） 

 

３ 補助金等の交付根拠条例等 

   男鹿市観光文化スポーツ部文化スポーツ課補助金交付要綱 

 

４ 補助金等の交付目的 

OGA Namahage Summer Cup 高校生バスケットボール大会の運営を支援するとともに、

競技スポーツの推進並びに交流人口の増加を図る。 

 

５ 事業概要と実績 

 ⑴ 事業概要 

    県外有数の高校バスケットチームを招致し、参加チーム相互のレベルアップを図

るとともに、県内中学生との交流及び男鹿市内の活性化に寄与する大会を開催する。 

 ⑵ 実績 

   ・開 催 日 令和６年７月６日（土）～７日（日） 

   ・会   場 男鹿市総合体育館 

   ・参加チーム 県外高校４チーム、県内中学校５校 

・市内宿泊者数 １１５名（保護者除く） 

 

６ 事業収入、支出の状況 

   収  入  １，９９０，５５９円（市補助金の比率 ５０．２％） 

   支  出  １，８３２，２０３円（市補助金の比率 ５４．６％） 

   差  引    １５８，３５６円 

 

７ 事業の効果 

市内及び県内中学生の競技力の向上が図られたほか、男鹿温泉郷への宿泊並びに飲

食事業者への昼食発注などにより、交流人口の拡大と地域経済の活性化が図られた。 

 

８ 監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、概

ね適正に処理されているものと認められる。 

なお、事業計画や実績報告の記載内容の適正化に留意されたい。 
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社会福祉法人 男鹿市社会福祉協議会 

 

１ 補助金等の名称 

   男鹿市社会福祉協議会補助金 

 

２ 補助金等の交付額 

   １３，２８８，０００円（市全額） 

 

３ 補助金等の交付根拠条例等 

   男鹿市社会福祉補助金交付要綱 

   男鹿市社会福祉協議会補助金算定基準 

 

４ 補助金等の交付目的 

市内における地域福祉の向上を図るとともに、公益性の高い事業を展開する男鹿市

社会福祉協議会の安定した運営及び活動を支援する。 

 

５ 事業概要と実績 

⑴ 事業概要 

   男鹿市社会福祉大会、地域福祉活動事業、地域福祉総合推進事業など、地域福祉

の向上を図るための各種事業を実施する。 

⑵ 実績 

・男鹿市社会福祉大会   開催日 令和７年２月 15 日（土） 

             会 場 男鹿市民文化会館 大ホール 

             参加者 約３００人 

・地域福祉総合推進事業 地区社協 9地区による単身高齢者世帯への訪問等 

・福祉活動専門員の設置、心配ごと相談事業、男鹿市民生児童委員協議会事務局業

務、単身高齢者見守り事業、高齢者健康生きがいづくり事業 ほか 

 

６ 事業収入、支出の状況 

    収  入  ２２，１３８，４７４円（市補助金の比率 ６０．０％） 

       支    出  ２２，１３８，４７４円（市補助金の比率 ６０．０％） 

       差    引           ０円 

 

７ 事業の効果 

各種事業の実施により、地域福祉の推進に寄与している。 

 

８ 監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、概

ね適正に処理されているものと認められる。 

なお、補助金の内示時期が遅く、交付申請が事業開始日より大きく遅れているので、

適期に申請できるよう是正されたい。 

また、実績報告における事業効果等については、適正に記載されたい。 
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株式会社 こばと 

 

１ 補助金等の名称 

   男鹿市食育連携推進事業費補助金 

 

２ 補助金等の交付額 

   ５００，０００円（市全額） 

 

３ 補助金等の交付根拠条例等 

   男鹿市食育連携推進事業費補助金交付要綱 

 

４ 補助金等の交付目的 

全ての市民が健全な心身を培い、豊かな人間性を育むために、食に対する知識や食

を選択する力を習得し、健康的な食生活を実践できる力を育む食育を推進する。 

 

５ 事業概要と実績 

⑴ 事業概要 

船越小学校の５年生児童が地元食材を活用した料理を考案し、株式会社こばとが

運営する「コバトのコトバ」で販売するとともに、児童による販売体験を実施する。 

⑵ 実績 

・児童が地元食材を活用した料理を 12 品考案 

・うち合作メニューを含めた 11 品を「コバトのコトバ」で製作・販売（令和６年 12  

月～３月） 

   ・児童による販売体験（４回）を実施 

 

６ 事業収入、支出の状況 

   収  入  １，１７６，８９２円（市補助金の比率 ４２．５％） 

   支  出  １，１７６，８９２円（市補助金の比率 ４２．５％） 

   差  引          ０円 

 

７  事業の効果 

児童は、料理の考案と販売体験を通して地元食材について学ぶとともに、その食材

により体を育む良い料理が作り出せることを実感できた。また、店舗での販売により、

市民へ食と健康への興味・関心が高まるとともに、地産地消にも寄与した。 

 

８  監査の結果 

補助金の交付申請が事業開始日より大きく遅れており、また、実績報告の遅れによ

って、補助金の支払も遅くなっているので、手続を適正な時期に行うよう、財政援助

団体を指導されたい。 

また、補助金交付要綱（別表）で交付申請時に補助対象としていない経費について、

要綱改正を行うことなく補助対象としている状況が見られるので、是正されたい。 
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一般社団法人 男鹿市観光協会 

 

１ 補助金等の名称 

   （一社）男鹿市観光協会補助金 

 

２ 補助金等の交付額 

   ５，０００，０００円（市全額） 

 

３ 補助金等の交付根拠条例等 

   男鹿市観光文化スポーツ部観光課補助金交付要綱 

   （一社）男鹿市観光協会補助金実施要領 

 

４ 補助金等の交付目的 

   観光客の誘致、誘客宣伝及び各種事業の励行により、観光振興を図る。 

 

５ 事業概要と実績 

 ⑴ 事業概要 

・誘客宣伝事業 各種キャンペーン、商談会、教育旅行誘致等 

・誘客推進事業 商品造成・催行、ナマハゲ伝導士試験等 

・情報発信事業 ＷＥＢサイト、ＳＮＳによる情報発信及び各種メディア展開 

・受入対策事業 なまはげシャトル運行支援等 など 

 ⑵ 実績 

   ・国内、台湾旅行会社での商談会、キャラバン等への参画による誘客促進 

・秋田県教育旅行誘致キャラバンへの同行（札幌市内中学校、代理店訪問） 

   ・ナマハゲ伝導士養成講座の開催（令和６年７月 11、16、19 日） 

 

６ 事業収入、支出の状況 

   収  入  ９，８５６，８１５円（市補助金の比率 ５０．７％） 

   支  出  ９，８５６，８１５円（市補助金の比率 ５０．７％） 

   差  引          ０円 

 

７ 事業の効果 

市と連携した県外、海外への観光キャラバン等により、外国人観光客の宿泊入込数

は 7,125 人（前年比 140.9％）となり、教育旅行では、前年比 110.8％となる 2,134 名

を受入れた。また、鯛まつりや紅ズワイガニの解禁に合わせた宿泊プランを造成した。 

 

８ 監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、概

ね適正に処理されているものと認められる。 

なお、補助対象と補助対象外の経費について、補助金実施要領で明確に定められて

おり、収支予算及び決算においても、その区分を明確にされたい。 

長年の課題となっている専門人材の確保や財政基盤の強化については、抜本的な対

策が望まれる。 
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株式会社 おが地域振興公社 

 

１ 補助金等の名称 

   男鹿版ＤＭＯ推進事業費補助金 

 

２ 補助金等の交付額 

   ２７，４００，０００円（市５０％、国５０％） 

 

３ 補助金等の交付根拠条例等 

   男鹿市観光文化スポーツ部観光課補助金交付要綱（市） 

   デジタル田園都市国家構想交付金（国） 

 

４ 補助金等の交付目的 

   ＤＭＯ法人の運営促進により、地域一体となった観光振興を図る。 

 

５ 事業概要と実績 

⑴ 事業概要 

    観光地域づくりの舵取り役として、地域資源を活用した観光振興と地域経済の活

性化を図るため、商品造成、マーケティング、情報発信等を一体的に推進する。 

⑵ 実績 

   ・スポーツツーリズム 

1）レンタサイクル事業（E-BIKE 等） 実績 ５４９件 売上 １，４０３千円 

     2）Fine Camping Service Sceito   実績   ２３組 売上   ６６７千円 

   ・ナマハゲ文化ツーリズム 

  「男鹿のナマハゲ行事」を体験する！プレミアムツアー 実績 ７名 

・インバウンド対応（セールス素材動画の作成）、満足度調査の実施 など 

 

６ 事業収入、支出の状況 

   収  入  ３０，４１７，７７３円（市補助金の比率 ９０．１％） 

   支  出  ３０，４１７，７７３円（市補助金の比率 ９０．１％） 

   差  引           ０円 

 

７ 事業の効果 

ナマハゲなどの地域資源を活かした体験型観光の推進や情報発信により、地域の知

名度の向上に加え、住民の地域参画意識や誇りの醸成にもつなげるなど、持続可能な

地域づくりに寄与した。 

 

８ 監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、概

ね適正に処理されているものと認められる。 
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男鹿温泉郷協同組合 

 

１ 補助金等の名称 

   冬季誘客推進事業費補助金 

 

２ 補助金等の交付額 

   １，５００，０００円（市全額） 

 

３ 補助金等の交付根拠条例等 

   男鹿市観光文化スポーツ部観光課補助金交付要綱 

 

４ 補助金等の交付目的 

   男鹿温泉郷交流会館五風を活用した観光コンテンツの造成により、冬季誘客の促進

を図る。 

 

５ 事業概要と実績 

⑴  事業概要 

・ＳＮＳを踏まえたフォトスポットづくり 

・なまはげ太鼓ライブの臨時開催 

・なまはげ柴灯まつりに繋げるイベントの開催 

・体験型観光コンテンツの拡充 

⑵ 実績 

   ・太鼓ライブ   期間：11 月～３月 講演回数：60 回 来場者数：４，４８９人 

・体験コンテンツ ガラスの浮き球づくり、缶バッチづくり 体験者数：２０８人 

・なまはげ柴灯まつりに繫げるイベント 期間：１～２月 実施回数：３回 

 

６ 事業収入、支出の状況 

   収  入  ３，７５０，１２５円（市補助金の比率 ４０．０％） 

   支  出  ３，７５０，１２５円（市補助金の比率 ４０．０％） 

   差  引          ０円 

 

７ 事業の効果 

太鼓ライブは、インバウンドの旅行代理店からの評価は良く、また、なまはげ柴灯

まつりに繫げるイベントは、ファミリー層のほか、インバウンドの観光客も一定数来

場していることから、冬季誘客コンテンツとして定着が期待される。 

 

８ 監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、概

ね適正に処理されているものと認められる。 

なお、補助対象外の経費については、区分経理を明確にされたい。 
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株式会社 ＳＫＯ 

 

１ 補助金等の名称 

   男鹿市宿泊事業者省人・省力化等支援事業費補助金 

 

２ 補助金等の交付額 

   ３,００６，０００円（市全額） 

 

３ 補助金等の交付根拠条例等 

   男鹿市宿泊事業者省人・省力化等支援事業費補助金交付要綱 

 

４ 補助金等の交付目的 

   市内宿泊事業者が、施設の設備機器等の導入により、人手不足の解消を図る取組に

支援する。 

 

５ 事業概要と実績 

⑴  事業概要 

    これまで属人化していた業務を代替する設備機器(スマートチェックイン・アウ

トシステム、チャットボット、宿泊施設管理システム）等の導入 

⑵ 実績 

   ・導入内容 予約管理システム（タブレット７台を含む） 

 

６ 事業収入、支出の状況 

   収  入  ６，０１３，４００円（市補助金の比率 ５０．０％） 

   支  出  ６，０１３，４００円（市補助金の比率 ５０．０％） 

   差  引          ０円 

 

７ 事業の効果 

予約管理システムの導入により、全ての予約情報がシステムに取り込まれ、手入力

作業が不必要となったほか、属人化していた業務がリアルタイムでの情報共有により

不必要となった。また、チェックイン手続きが大幅に簡略化され、業務時間の短縮に

つながった。 

 

８ 監査の結果 

補助事業は、補助金の交付目的に沿って執行されており、出納その他の事務は、概

ね適正に処理されているものと認められる。 

なお、補助金については、適期（実績報告書提出後 30 日以内）に支払われたい。 
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男鹿温泉郷協同組合 

（指定管理施設：男鹿温泉交流会館五風） 

 

１ 根拠条例 

   男鹿市男鹿温泉交流会館条例 

 

２ 指定管理料 

   ２，４０４，０００円 

 

３ 管理に関する協定等 

⑴ 男鹿温泉交流会館五風の管理に関する基本協定書 

 ⑵ 男鹿温泉交流会館五風の管理に関する年度協定書及び変更年度協定書 

 

４ 管理の対象業務 

 ⑴ 施設への入館の許可及び入館の制限等に関する業務 

 ⑵ 施設及び設備の維持管理に関する業務 

 ⑶ 観光案内等に関する業務 

 ⑷ 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

 

５ 利用料金 

   男鹿市男鹿温泉交流会館条例により、指定管理者が利用料金を徴収する。 

 

６ 実績 

   施設利用者数  ３１，５０４人（前年度比 １０２．４％） 

うち ふれあいホール（太鼓イベント等） ２７，６１６人（２８３回） 

和室（手作り体験、会議等）     １，２４８人（１８７回） 

           その他（市場・展示スペース）     ２，６４０人 

 

７ 収入、支出の状況 

   収  入  １０，５９６，２４４円（市指定管理料の比率 ２２．７％） 

   支  出  １０，５９６，２４４円（市指定管理料の比率 ２２．７％） 

   差  引           ０円 

 

８ 効果 

   なまはげ太鼓ライブは、温泉郷の体験コンテンツとして高い評価があるほか、手作

り体験工房は、観光客や教育旅行での立ち寄り施設として利活用されるなど、男鹿温

泉郷、男鹿市への観光誘客、滞留延長の役割を果たしており、利用者数は31,504人、

前年比102.3％となった。 

 

９ 監査の結果 

施設・設備の老朽化が進む中で、良好な維持管理と、利用者に対するサービスの維

持に努めており、概ね適正に管理・運営が行われていると認められる。 

冬季や日中の施設利用が低調となっているので、利用促進に向けた自主事業等への

取組の強化が望まれる。 
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男鹿市スポーツ協会・正和会・むつみＪＶ 

（指定管理施設：男鹿市体育施設 16 施設） 

 

１ 根拠条例 

   男鹿市都市公園条例、男鹿市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例、男鹿市公園条例、男鹿市若

美球場条例、男鹿市サンワーク男鹿条例、男鹿市トレーニングセンター条例 

 

２ 指定管理料 

   １１３，４４９，０００円 

 

３ 管理に関する協定等 

 ⑴ 男鹿市体育施設等の管理運営に関する基本協定書 

 ⑵ 男鹿市体育施設等の管理運営に関する年度協定書及び変更年度協定書 

 

４ 管理の対象業務 

 ⑴ 対象施設 

男鹿市体育施設等16施設 

 ⑵ 対象業務 

  ア 施設等の利用の許可及び利用の制限等に関する業務 

  イ 施設等及び設備の維持管理に関する業務 

  ウ 施設等を活用したスポーツの普及振興に関する業務  等 

 

５ 利用料金 

男鹿市都市公園条例等より、指定管理者が利用料金を徴収する。 

 

６ 実績 

   施設利用者数    １６６，８６５人（前年度比 １２５．４％） 

    うち 指定事業     ２，４７３人（前年度比  ９８．４％） 

自主事業     ９，８７７人（前年度比 １１７．７％） 

 

７ 収入、支出の状況 

   収  入  １２１，２３５，３９７円（市指定管理料の比率 ９３.６％） 

   支  出  １１６，４８０，６７１円（市指定管理料の比率 ９７.４％） 

   差  引    ４，７５４，７２６円 

 

８ 効果 

施設の維持管理を通じて、市民への健康運動指導や各種健康教室の定期開催により、

運動習慣の定着化、体力向上及び健康増進が図られた。また、総合運動公園を活用し

たイベント等の開催により、交流人口の拡大と賑わいの場が創出された。 

 

９ 監査の結果 

施設の良好な維持管理と、利用者に対するサービスの維持・向上に努めており、概

ね適正に管理・運営が行われていると認められる。 

  新たな自主事業の継続的な展開に向けて、構成団体の一層の連携強化を望みたい。 
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男鹿駅周辺広場賑いづくり共同事業体 
（指定管理施設：男鹿駅周辺広場） 

 

１ 根拠条例 

   男鹿市男鹿駅周辺広場条例 

 

２ 指定管理料 

   ９，５００，０００円 

 

３ 管理に関する協定等 

 ⑴ 男鹿駅周辺広場の管理運営に関する基本協定書及び変更協定書 

 ⑵ 男鹿駅周辺広場の管理に関する年度協定書 

 

４ 管理の対象業務 

 ⑴ 施設等の利用の許可及び利用の制限等に関する業務 

 ⑵ 施設等及び設備の維持管理に関する業務 

 ⑶ 施設等を活用した男鹿駅周辺の賑いの創出に関する業務 

 ⑷ 市民の交流する場の提供に関する業務 

 ⑸ 業務計画策定及び報告業務 

⑹ 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

 

５ 利用料金 

   男鹿市男鹿駅周辺広場条例第18条により、指定管理者が利用料金を徴収する。 

 

６ 実績 

   施設利用者数 ７７，５２４人（前年度比 １１７．５％） 

 

７ 収入、支出の状況 

   収  入  １６，３５２，１３１円（市指定管理料の比率 ５８.１％） 

   支  出  １６，２６５，７５７円（市指定管理料の比率 ５８.４％） 

   差  引      ８６，３７４円 

 

８ 効果 

男鹿駅周辺広場の適切な維持管理や民間が主体となって実施するイベントへの貸

出など、人々が集う交流の場としての賑わい創出に努めた。また、男鹿市商工会や男

鹿南中学校など地域を巻き込みなが来場者の拡大を図り、新たな事業展開を目指す者

等の支援と地域経済の発展及び活力の創生につなげた。 

 

９  監査の結果 

荒天時の対応や冬季の誘客等の課題を抱える中で、施設の良好な維持管理と、利用

者に対するサービスの維持に努めており、概ね適正に管理・運営が行われていると認

められる。 

自主事業については、カフェの運営のみに止まっているので、管理・運営体制の強

化も併せて、施設利用の一層の向上につなげる新たな取組を期待したい。 
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公益社団法人  男鹿市シルバー人材センター 
（指定管理施設：男鹿市斎場） 

 

１  根拠条例 

      男鹿市斎場条例 

 

２  指定管理料 

      ２４，１１１，０００円 

 

３  管理に関する協定等 

  ⑴  男鹿市斎場の管理に関する基本協定書 

  ⑵  男鹿市斎場の管理に関する年度協定書 

 

４  管理の対象業務 

  ⑴  火葬及び焼却に関する業務 

  ⑵  施設及び設備の維持管理に関する業務 

  ⑶  上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

 

５  使用料 

      男鹿市斎場条例により、市が使用料を徴収する。 

 

６  実績 

      使用料件数（火葬）  ７１２件（前年度比 ８０.５％） 

    うち 市内 〃   ５９０件（前年度比 ８２.１％） 

市外  〃   １２２件（前年度比 ７３.５％） 

 

７  事業収入、支出の状況 

      収  入  ２４，１１７，０９６円（市指定管理料の比率１００.０％） 

      支  出  ２４，１１３，９７６円 

      差  引       ３，１２０円 

 

８  事業の効果 

老朽化した施設・設備の大規模改修により、安定した管理・運営を行うことで、市

内外の利用者への利便性と環境サービスの提供が図られた。 

 

９  監査の結果 

施設の良好な維持管理が行われているとともに、安心して利用できるサービスの維

持・向上に努めており、概ね適正に管理・運営が行われていると認められる。 

なお、大規模改修に伴って購入した備品に係る台帳の整備を怠っていたので、速や

かに整備されたい。 


